
○ 平成18年度に策定した「母子保健事業のガイドライン」は、支援を要する家庭の早期発見・予防を行うための母子

保健事業の強化と活用の方策を示すこと、及び多職種・他機関が連携していくための方策を示すことを目的としている

○ その後、母子保健法等が改正され、母子保健施策が、児童虐待の発生予防や早期発見に資するものである旨、母子

保健法に明記されたほか、乳幼児健診未受診者への対応等、母子保健施策を通じた児童虐待防止対策が推進されている

○ 今回の改訂では、こうした策定後の状況の変化にあわせた内容のほか、今日的課題である母子保健部門と児童福祉

部門等他機関との連携等も盛り込む

母子保健事業のガイドライン改訂について
１ 経緯

３ 委員

令和４年１月
家庭支援課

２ スケジュール

令和４年１月２６日 ４～６月 ６月下旬頃 ８月頃 １０月頃 １２月頃

第１回 - 第２回 第３回 第４回 第５回

○前回策定後の状況変化
○改訂に当たって盛り込む
事項

基礎調査実施 ○基礎調査報告
○構成案意見交換

原稿案意見交換① 原稿案意見交換② 原稿案最終確認

区分 氏名 氏名・所属等

学
識
経
験
者

秋山 千枝子 あきやま子どもクリニック 院長

松田 博雄 社会福祉法人子どもの虐待防止センター 理事長
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